
                建設業法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間新旧対照表 

改正（案） 現行 

様式第 1 号 

 

 

 

建設業法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間 

（平成１４年２月８日設定） 

（平成２７年４月１日改訂） 

（平成２８年７月８日改訂） 

（平成２９年８月１日改訂） 

                       （令和２年２月２０日改訂） 

（令和７年３月 ６日改訂） 

「建設業の許可」及び「許可の更新」（第３条第１項、第４項）については、 

別紙のとおりとする。 

 

 

 

   ※標準処理期間 

     １ 新規 ２か月 

     ２ 追加 ２か月 

     ３ 更新 １か月 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第 1 号 

 

 

 

建設業法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間 

（平成１４年２月８日設定） 

（平成２７年４月１日改訂） 

（平成２８年７月８日改訂） 

（平成２９年８月１日改訂） 

（令和２年２月２０日改訂） 

                    

「建設業の許可」及び「許可の更新」（第３条第１項、第４項）については、 

別紙のとおりとする。 

 

 

 

   ※標準処理期間 

     １ 新規 ２か月 

     ２ 追加 ２か月 

     ３ 更新 １か月 
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            建設業の許可を行う際の基準 

第１章（略） 

 

 

（経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定

める基準に適合する者であること） 

第１ 申請者の常勤役員等（申請者が法人である場合においては業務を執行する社

員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者のうち常勤であるもの、個人である場

合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。）のうち一人が、次の１

から５までのいずれかに該当する者であること。 

 

１ 建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 

 

２ 建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業

務を執行する権限の委託を受けた者に限る。）として経営業務を管理した経験を

有する者 

 

 

 

 

 

 

３  建設業に関し６年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として 

経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 

 

 

 

 

 

 

 

４  常勤役員等のうち一人が次の（１）、（２）いずれかに該当する者であって、

かつ、財務管理の業務経験（許可を受けている建設業者にあっては当該建設

          建設業の許可を行う際の基準 

第１章（略） 

 

 

（経営業務の管理責任者） 

 

第１ 申請者が法人である場合には、その役員（業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）のうち常勤であるものの一人

が、次の１から４までのいずれかに該当する者であること。また、申請者が個

人である場合には、その者又はその支配人のうち一人が、次の１から４まで

のいずれかに該当する者であること。 

１ 許可を受けようとする建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者として

の経験を有する者 

２ 許可を受けようとする建設業に関し５年以上経営業務の管理責任者に準ず

る地位（使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、

個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。３（２）に

おいて同じ。）にあって次のいずれかの経験を有する者 

（１） 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取

締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員

等として５年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 

（２） ６年以上経営業務を補佐した経験 

 

３ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し６年以上次のいずれかの 

経験を有する者 

（１） 経営業務の管理責任者としての経験 

（２） 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって取締役会の決議を経て取

締役会又は代表取締役から経営業務の執行に関して具体的な権限委譲を

受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を

総合的に管理した経験 

 

 

 （新設） 
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業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者

における５年以上の建設業の業務経験に限る。）を有する者、労務管理の業務

経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接

に補佐する者としてそれぞれ置く者であること。 

（１） 建設業に関し、２年以上役員等としての経験を有し、かつ、５年以上役員

等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者（財務管理、労務管理又は業務

運営の業務を担当するものに限る。）としての経験を有する者 

（２）５年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、２年以上役員

等としての経験を有する者 

 

 

 

５ 国土交通大臣が１から４までに掲げる者と同等以上の経営体制を有するもの

と認定した者 

 

（注１） 「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいう。 

   「取締役」とは、株式会社の取締役をいう。 

    「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。 

   「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合等の理事等のほ

か、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建

設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代

表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等をいう。当該執行

役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、

建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号。以下「規則」という。）

別記様式第七号等に加え、次に掲げる書類により確認するものとする。 

・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次

ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 

  組織図その他これに準ずる書類 

・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門である

ことを確認するための書類 

  業務分掌規程その他これに準ずる書類 

・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委

譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 国土交通大臣が１から３までに掲げる者と同等以上の能力を有するものと

認定した者 

 

（注１）「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいう。 

     「取締役」とは、株式会社の取締役をいう。 

    「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。 

   「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種の組合等の理事等の

ほか、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあっ

て、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役

会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受

けた執行役員等をいう。当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に

該当するか否かの判断に当たっては、建設業法施行規則（昭和 24 年

建設省令第 14 号。以下「規則」という。）別記様式第七号等に加え、

次に掲げる書類により確認するものとする。 

・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に

次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 

  組織図その他これに準ずる書類 

・ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業

に関する事業部門であることを確認するための書類 

  業務分掌規程その他これに準ずる書類 

・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の
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た業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の 

指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを 

確認するための書類 

  

定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締

役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 

（注２） 「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等におい

て休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の

時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事

務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の

他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体及

び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。 

      

なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執

行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。 

（注３） 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又

は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいう。 

（注４） 「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせ

ず、全て建設業に関するものとして取り扱うこととする。  

（注５） 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行す

る社員、取 締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人

の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を

有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的

に管理した経験を有する者をいう。 

（注６） 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者（経営業務を執行する権

限の委任を受けた者に限る。）として経営業務を管理した経験」（以下「執

行役員等としての経験」という。）とは、取締役会設置会社において、取締

役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける

者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従

って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した

経験をいう。 

 

 

委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決め

られた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取

締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者で

あることを確認するための書類 

 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取

締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 

（注２） 「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等にお

いて休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所

定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建

築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取

引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要求す

る営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該

当しない。 

     なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。 

（注３） 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又

は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいう。 

（新設） 

 

（注４） 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行

する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、

個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に

責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務につい

て総合的に管理した経験を有する者をいう。 

（注５） 「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表

取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役

員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」（以下「執行役員

等としての経営管理経験」という。）とは、取締役会設置会社において、

取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受

ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方

針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に

専念した経験をいう。 
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建設業に関する５年以上の執行役員等としての経営管理経験につい

ては、建設業に関する執行役員等としての経験と、建設業における経営

業務の管理責任者としての経験の期間が通算５年以上である場合も、

２に該当するものとする。 

  ２に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加

え、次に掲げる書類において、被認定者が２に掲げる条件に該当するこ

とが明らかになっていることを確認するものとする。 

 

 

・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次

ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 

  組織図その他これに準ずる書類 

・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門である

ことを確認するための書類 

  業務分掌規程その他これに準ずる書類 

・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委

譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決めら

れた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締

役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者である

ことを確認するための書類  

 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取

締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 

・ 執行役員等としての経験の期間を確認するための書類 

  取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類 

（注７）「経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験」（以下「補佐経

験」という。）とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位（業務を執行す

る社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、

個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に

責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者）にあって、建設業に関

する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配

置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験

をいう。 

建設業に関する６年以上の補佐経験については、建設業に関する補

 許可を受けようとする建設業に関する５年以上の執行役員等とし

ての経営管理経験については、許可を受けようとする建設業に関す

る執行役員等としての経営管理経験と、許可を受けようとする建設

業における経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算５年以

上である場合も、２（１）に該当するものとする。 

     ２（１）に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七

号等に加え、次に掲げる書類において、被認定者が２（１）に掲げる

条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとす

る。 

・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に

次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 

  組織図その他これに準ずる書類 

・ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業

に関する事業部門であることを確認するための書類 

  業務分掌規程その他これに準ずる書類 

・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の

委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決

められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代

表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する

者であることを確認するための書類  

 定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、

取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 

・ 執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類 

  取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類 

 （注６）「経営業務を補佐した経験」（以下「補佐経験」という。）とは、経営

業務の管理責任者に準ずる地位（業務を執行する社員、取締役、執行

役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支

配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位

に次ぐ職制上の地位にある者）にあって、許可を受けようとする建設

業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技

能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従

事した経験をいう。 

           許可を受けようとする建設業に関する６年以上の補佐経験につい
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佐経験の期間と、執行役員等としての経験及び経営業務の管理責任者

としての経験の期間が通算６年以上である場合も、３に該当するもの

とする。 

  

 

なお、建設業に関する６年以上の補佐経験を有する者については、 

法人、個人又はその両方における経験であるかを問わないものとする。 

 

３に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等

に加え、次に掲げる書類において、被認定者が３に掲げる条件に該当す

ることが明らかになっていることを確認するものとする。 

 

・ 被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若し

くは法人格のある組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他

支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職

制上の地位における経験に該当することを確認するための書類 

  組織図その他これに準ずる書類 

・  被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するた

めの書類 

   業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類 

・  補佐経験の期間を確認するための書類 

    人事発令書その他これらに準ずる書類 

 

 

 

 （削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

ては、許可を受けようとする建設業に関する補佐経験の期間と、許可

を受けようとする建設業及びそれ以外の建設業に関する執行役員等

としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建設業及びそれ

以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間が

通算６年以上である場合も、２（２）に該当するものとする。 

           法人、個人又はその両方において６年以上の補佐経験を有する者に

ついては、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問

わず、２（２）に該当するものとする。 

 ２（２）に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第

七号等に加え、次に掲げる書類において、被認定者が２（２）に掲

げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するも

のとする。 

・ 被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若

しくは法人格のある組合等の理事等、個人の事業主又は支配人そ

の他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に

次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するため

の書類 

  組織図その他これに準ずる書類 

・  被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認する

ための書類 

   業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類 

・  補佐経験の期間を確認するための書類 

   人事発令書その他これらに準ずる書類 

 

 

（注７） 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する６年以上の経営

業務管理責任者としての経験については、許可を受けようとする建設

業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期間

と、許可を受けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者とし

ての経験及び執行役員等としての経営管理経験の期間が通算６年以

上である場合も、３（１）に該当する。 

（注８） 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する６年以上の執行

役員等としての経験については、許可を受けようとする建設業以外の
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

建設業に関する執行役員等としての経営管理経験の期間と、許可を受

けようとする建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験及

び執行役員等としての経営管理経験並びに許可を受けようとする建

設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験の期

間が通算６年以上である場合も３（２）に該当する。 

３（２）に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第

七号等に加え、次に掲げる書類において、被認定者が３（２）に掲

げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するも

のとする。 

・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に

次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 

組織図その他これに準ずる書類 

・ 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業

以外の建設業に関する事業部門であることを確認するための書

類 

業務分掌規程その他これに準ずる書類 

・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の

委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決

められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代

表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する

者であることを確認するための書類 

定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、

取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類 

・ 執行役員等としての経営管理経験の期間を確認するための書類 

取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類 

（注９） 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する６年以上の経営

業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経営管理経

験については、単一の業種区分において６年以上の経験を有すること

を要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもよい

ものとする。 
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（注８） 「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資

金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに

関する業務経験（役員としての経験を含む。以下同じ。）をいう。「労務

管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険

関係の手続きに関する業務経験をいう。「業務運営の経験」とは、会社の

経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいう。これらの経

験 は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に

限られる。「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等と

の間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令

を受け業務を常勤で行うことをいい、組織図その他これに準ずる書類に

よりこれを確認するものとする。  

４に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号の二

等に加え、次に掲げる書類において、被認定者が４に掲げる条件に該当

することが明らかになっていることを確認するものとする。 

 ・ 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」

の業務経験 に該当することを確認するための書類  

業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類  

・ 「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確

認するための書類 

人事発令書その他これらに準ずる書類  

 

（注９） 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内

の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずし

も代表権を有することを要しない。  

４（１）に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号

の二等に加え、次に掲げる書類において、被認定者が４（１）に掲げる

条件に該当することが明らかに なっていることを確認するものとす

る。  

・ 役員等に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認する

ための書類 組織図その他これに準ずる書類  

・ 被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」

の業務経験 に該当することを確認するための書類  

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類  

・ 役員等に次ぐ職制上の地位における経験の期間を確認するための書

類人事発令書その他これらに準ずる書類  

 

（注１０） この基準は、許可を受けようとする建設業について、１から４までの

いずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いているこ

とを求めるものではなく、したがって、常勤役員等のうち一人が１から

４までのいずれか該当する場合は、当該他の建設業についてもその者を

もってこの基準を満たしているものとして取り扱うものとする。 

        なお、１から５までのいずれかに該当する者が第２に規定する営業所

技術者等（法第７条第２号に規定する営業所技術者及び法第 15 条第２

号に規定する特定営業所技術者をいう。以下同じ。）としての基準を満

たしている場合には、同一営業所（原則として本社又は本店等）内に限

って当該営業所技術者等を兼ねることができるものとする。 

 

 

６ 適切な社会保険等に加入しているものとして、次の（１）及び（２）の届出

を行っているものであること。 

（１） 健康保険及び厚生年金保険について、適用事業所に該当する全ての営業

所に関し、適用事業所の届書を提出した者であること。 

（２） 雇用保険について、適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、

適用事業であることの届書を提出した者であること。 

 

（営業所技術者） 

第２ 申請者が営業所ごとに次の１から７までのいずれかに該当する者で専任の

ものを置く者であること。 

１ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法（昭和 22 年

法律第 26 号）による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後５年以上

又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後３年以上実務の経

験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもの 

２  許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程

を卒業した後３年以上実務の経験を有する者で在学中に規則第１条に規定

する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士

 

 

 

 

（注１０） この基準は、許可を受けようとする建設業について、１から４まで

のいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いてい

ることを求めるものではなく、したがって、二以上の建設業について

許可を行う場合において、一の建設業につき１から４までのいずれか

に該当する者が、他の建設業についても同時に１から４までのいずれ

かに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をも

ってこの基準を満たしているものとして取り扱うものとする。 

        なお、１から４までのいずれかに該当する者が第２に規定する専任

の技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所（原則と

して本社又は本店等）内に限って当該技術者を兼ねることができるも

のとする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 （専任技術者） 

第２ 申請者が営業所ごとに次の１から７までのいずれかに該当する者で専任

のものを置く者であること。 

１ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法（昭和

22 年法律第 26 号）による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後５

年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後３年以上

実務の経験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもの 

２ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課

程を卒業した後３年以上実務の経験を有する者で在学中に規則第１条に

規定する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者に対する
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及び高度専門士の称号の付与に関する規定（平成６年文部省告示第 84 号）

第２条に規定する専門士又は同規定第３条に規定する高度専門士を称する

もの 

３  許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程

を卒業した後５年以上実務の経験を有する者で在学中に規則第１条に規定

する学科を修めたもの 

４ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検

定規程（大正 14 年文部省令第 30 号）による検定で一定の学科に合格した後

５年以上又は専門学校卒業程度検定規程（昭和 18 年文部省令第 46 号）によ

る検定で一定の学科に合格した後３年以上実務の経験を有する者 

５ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を

有する者 

６ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第２欄に掲げる者 

７ 国土交通大臣が１から６までに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能

を有するものと認定した者 

（注１） 「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事するこ

とを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支

払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、

これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員で

あっても営業所技術者等として取り扱う。 

    次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして

取り扱うものとする。 

・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不

可能な者 

・ 他の営業所（他の建設業者の営業所を含む。）において専任を要する者 

・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特

定の事務所等において専任を要することとされている者（建設業において専

任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場

合においてその事務所等において専任を要する者を除く。） 

・ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等に

ついて専任に近い状態にあると認められる者 

 

 

専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定（平成６年文部省告示第

84 号）第２条に規定する専門士又は同規定第３条に規定する高度専門士

を称するもの 

３ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課

程を卒業した後５年以上実務の経験を有する者で在学中に規則第１条に

規定する学科を修めたもの 

４ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程

度検定規程（大正 14年文部省令第 30 号）による検定で一定の学科に合格

した後５年以上又は専門学校卒業程度検定規程（昭和 18 年文部省令第 46

号）による検定で一定の学科に合格した後３年以上実務の経験を有する者 

５ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経

験を有する者 

６ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第２欄に掲げる者 

７ 国土交通大臣が１から６までに掲げる者と同等以上の知識及び技術又

は技能を有するものと認定した者 

（注１） 「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事する 

ことを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給  

与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの

判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、い

わゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う。 

       次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないもの 

として取り扱うものとする。 

・ 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上

通勤不可能な者 

・ 他の営業所（他の建設業者の営業所を含む。）において専任を要する

者 

・ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令に

より特定の事務所等において専任を要することとされている者（建設

業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務

所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する

者を除く。） 

・ 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営

業等について専任に近い状態にあると認められる者 
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（注２）「高等学校」には、旧中等学校令（昭和 18 年勅令第 36 号）による実業学

校を含む。 

    「大学」には、旧大学令（大正７年勅令第 388 号）による大学を含む。 

    「高等専門学校」には、旧専門学校令（明治 36 年勅令第 61 号）による

専門学校を含む。 

（注３）  「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務

経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建

設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技

術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も

含めて取り扱うものとする。 

    また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、

当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。なお、

経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、

平成 28 年５月 31 日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事

に係る実務の経験の期間については、平成 28 年６月１日以降、とび・土

工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算でき

る。また、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備

士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従

事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受け

た者等として従事した経験期間に算入する。 

 

実務の経験に限り経験期間に算入し、建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律（平成 12 年法律第 104 号。以下「建設リサイクル法」とい

う。）施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可又は建設リ

サイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に

算入する。 

（注４） 「一定の学科」とは、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表

第１欄に掲げるものである。 

（注５）  この基準は、許可を受けようとする建設業について、１から７まで 

のいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いている  

ことを求めるものではなく、したがって二以上の建設業について許可を 

行う場合において、一の建設業につき１から７までのいずれかに該当す 

る者が、他の建設業についても同時に１から７までのいずれかに該当す 

（注２）「高等学校」には、旧中等学校令（昭和 18 年勅令第 36 号）による実

業学校を含む。 

     「大学」には、旧大学令（大正７年勅令第 388 号）による大学を含

む。「高等専門学校」には、旧専門学校令（明治 36 年勅令第 61 号）

による専門学校を含む。 

（注３）  「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職

務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれな

いが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、

又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習

いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。 

      また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の

経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間

とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として

二重に計算しないが、平成 28 年５月 31 日までにとび・土工工事

業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、

平成 28 年６月１日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の

実務の経験の期間として二重に計算できる。また、電気工事及び消

防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受

けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験につ

いては、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等と

して従事した経験期間に算入する。 

実務の経験に限り経験期間に算入し、建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号。以下「建設リサイ

クル法」という。）施行後の解体工事に係る経験は、とび・土工工事

業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負っ

たものに限り経験期間に算入する。 

（注４） 「一定の学科」とは、許可を受けようとする建設業の種類に応じ、

別表第１欄に掲げるものである。 

（注５）  この基準は、許可を受けようとする建設業について、１から７まで 

のいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置い

ていることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業に

ついて許可を行う場合において、一の建設業につき１から７まで

のいずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に１から
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る者であるときは、当該他の建設業についてもその者をもってこの基準 

を満たしているとして取り扱う。なお、営業所技術者と第１の１から 

５までに掲げる常勤役員等との兼任については、第１の注１０を参照。 

 

 

（誠実性）第３～（欠格要件）第５ （略） 

 

 

第２章 特定建設業の許可（許可の更新を含む。以下同じ。）の基準 

 

 知事は、申請者が次の第６から第 10 までに掲げる基準をすべて満たしていると

認めるときでなければ、特定建設業の許可をしない。（法第 15 条及び第 17 条関

係） 

 

（経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で 

 定める基準に適合する者であること） 

第６ 申請者が第１の基準と同様の基準を満たすものであること。 

 

（特定営業所技術者） 

第７ 申請者が営業所ごとに次の１から６までのいずれかに該当する者で専任の

ものを置く者であること。ただし、指定建設業の許可を受けようとする申請者

にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、１に該当する者又は３か

ら６までの規定により国土交通大臣が１に掲げる者と同等以上の能力を有する

ものと認定した者でなければならない。 

１ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第３欄に掲げる者 

２ 第２の１から５までのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとす

る建設業に係る建設工事に関し、２年以上一定の指導監督的な実務の経験を

有する者 

３ 許可を受けようとする建設業が指定建設業である場合においては、次のす

べてに該当する者で、国土交通大臣が１に掲げる者と同等以上の能力を有す

るものと認めたもの 

・ 昭和 63 年６月６日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建

設業を営んでいた者の特定営業所技術者として当該建設業に関しその営業

７までのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業に

ついてもその者をもってこの基準を満たしているとして取り扱

う。 なお、専任の技術者と経営業務の管理責任者との兼任につい

ては、第１の注７を参照。 

 

（誠実性）第３～（欠格要件）第５ （略） 

 

 

第２章 特定建設業の許可（許可の更新を含む。以下同じ。）の基準 

 

 知事は、申請者が次の第６から第 10 までに掲げる基準をすべて満たしている

と認めるときでなければ、特定建設業の許可をしない。（法第 15 条及び第 17 条

関係） 

 

（経営業務の管理責任者） 

第６ 申請者が第１の基準と同様の基準を満たすものであること。 

 

 

（専任技術者） 

第７ 申請者が営業所ごとに次の１から６までのいずれかに該当する者で専任

のものを置く者であること。ただし、指定建設業の許可を受けようとする申

請者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、１に該当する者又

は３から６までの規定により国土交通大臣が１に掲げる者と同等以上の能力

を有するものと認定した者でなければならない。 

１ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第３欄に掲げる者 

２ 第２の１から５までのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようと

する建設業に係る建設工事に関し、２年以上一定の指導監督的な実務の経

験を有する者 

３ 許可を受けようとする建設業が指定建設業である場合においては、次の

すべてに該当する者で、国土交通大臣が１に掲げる者と同等以上の能力を

有するものと認めたもの 

・ 昭和 63 年６月６日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る

建設業を営んでいた者の専任技術者（法第 15 条第２号の規定により営業
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所に置かれていた者又は同日前１年間に当該建設業に係る建設工事に関し

監理技術者として置かれていた経験のある者であること。 

  ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行令

の一部を改正する政令（平成６年政令第 391 号。以下「改正令」という。）

の公布の日（平成６年 12 月 14 日)から改正令附則第１項ただし書に規定す

る改正規定の施行の日（平成７年６月 29 日）までの間（以下「特定期間」

という。）に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の特定営業所技

術者として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しく

は改正令の公布前１年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者と

して置かれた経験のある者であること。  

 

 

・ 当該建設工事に係る昭和 63 年度、平成元年度又は平成２年度の法第 27 条

第１項に規定する技術検定の１級試験を受験した者であること。 

  ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設業に係

る平成６年度、平成７年度又は平成８年度の法第 27 条第１項に規定する技

術検定の１級試験を受験した者であること。 

・ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第４欄に掲げる講習の効

果評定に合格した者であること。  

４ 許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開

発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）による技能検定のうち、検定職種を１級

の冷凍空気調和機器施工、配管（検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正

する政令（昭和 48 年政令第 98 号）による改正後の配管とするものにあって

は、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、

給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格

し、国土交通大臣が１に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたも

の 

５  許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職

業能力開発促進法による技能検定のうち、検定職種を１級の鉄工及び製罐

とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が１に掲

げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの 

６ 国土交通大臣が１から５までに掲げる者と同等以上の能力を有するもの

として認定した者 

所ごとに置くべき専任の者をいう。）として当該建設業に関しその営業所

に置かれていた者又は同日前１年間に当該建設業に係る建設工事に関し

監理技術者として置かれていた経験のある者であること。 

  ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行

令の一部を改正する政令（平成６年政令第 391 号。以下「改正令」という。）

の公布の日（平成６年 12 月 14 日)から改正令附則第１項ただし書に規定

する改正規定の施行の日（平成７年６月 29 日）までの間（以下「特定期

間」という。）に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術

者（法第15条第２号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。）

として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは

改正令の公布前１年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者と

して置かれた経験のある者であること。  

・ 当該建設工事に係る昭和 63 年度、平成元年度又は平成２年度の法第 27

条第１項に規定する技術検定の１級試験を受験した者であること。 

  ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設業に

係る平成６年度、平成７年度又は平成８年度の法第 27 条第１項に規定す

る技術検定の１級試験を受験した者であること。 

・ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表第４欄に掲げる講習の

効果評定に合格した者であること。  

４ 許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力

開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）による技能検定のうち、検定職種を

１級の冷凍空気調和機器施工、配管（検定職種を職業訓練法施行令の一部

を改正する政令（昭和 48 年政令第 98 号）による改正後の配管とするもの

にあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和

設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の

考査に合格し、国土交通大臣が１に掲げる者と同等以上の能力を有するも

のと認めたもの 

５ 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職

業能力開発促進法による技能検定のうち、検定職種を１級の鉄工及び製罐

とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が１に掲

げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの 

６ 国土交通大臣が１から５までに掲げる者と同等以上の能力を有するも

のとして認定した者 
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（注１） 「専任」の者とは、第２の注１と同義である。 

（注２） 「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工

事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業をいう。 

（注３） 「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建

設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額

が 4,500 万円（昭和 59 年 10 月１日前の経験にあっては 1,500 万円、

昭和 59 年 10 月１日以降平成６年 12 月 28 日前の経験にあっては

3,000 万円）以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。

なお、発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まな

い。 

     「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般

について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の

技術面を総合的に指導監督した経験をいう。 

（注４） 第２の１から７までのいずれかに該当するための期間の全部又は一

部が、２に該当するための期間の全部又は一部と重複している場合に

は、当該重複する期間を第２の１から７までのいずれかに該当するた

めの期間として算定すると同時に２に該当するための期間として算

定してもよい。 

また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の

経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間

とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算

しないが、平成 28 年５月 31 日までにとび・土工工事業許可で請け

負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成 28 年６

月１日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の

期間として二重に計算できる。また、電気工事及び消防施設工事の

うち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でな

ければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気

工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した

実務の経験に限り経験期間に算入し、建設リサイクル法施行後の解

体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法

に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入す

る。 

（注５） ４の「一定の考査」は、平成元年度、平成２年度及び平成３年度に

（注１） 「専任」の者とは、第２の注１と同義である。 

（注２） 「指定建設業」とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管

工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業をいう。 

（注３） 「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする

建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金

の額が 4,500 万円（昭和 59 年 10 月１日前の経験にあっては 1,500

万円、昭和 59 年 10 月１日以降平成６年 12 月 28 日前の経験にあ

っては 3,000 万円）以上であるものに関する指導監督的な実務の経

験をいう。なお、発注者の側における経験又は下請負人としての経

験を含まない。 

     「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全

般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工

事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。 

（注４） 第２の１から７までのいずれかに該当するための期間の全部又は

一部が、２に該当するための期間の全部又は一部と重複している場

合には、当該重複する期間を第２の１から７までのいずれかに該当

するための期間として算定すると同時に２に該当するための期間

として算定してもよい。 

     また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の

経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間

とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算

しないが、平成 28 年５月 31 日までにとび・土工工事業許可で請

け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成 28 年

６月１日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験

の期間として二重に計算できる。また、電気工事及び消防施設工事

のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等で

なければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電

気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事し

た実務の経験に限り経験期間に算入し、建設リサイクル法施行後の

解体工事に係る経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル

法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算

入する。 

（注５） ４の「一定の考査」は、平成元年度、平成２年度及び平成３年度



                建設業法に基づく「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間新旧対照表 

財団法人全国建設研修センターによって実施された管工事技術者特

別認定考査である。 

（注６） ５の「一定の考査」は、平成元年度、平成２年度及び平成３年度に

財団法人建設業振興基金によって実施された鋼構造物工事技術者特

別認定考査である。 

（注７） この基準は、許可を受けようとする建設業について、１から６まで

のいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置いて

いることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業について

許可を行う場合において、一の建設業につき１から６までのいずれか

に該当する者が、他の建設業についても同時に１から６までのいずれ

かに該当する者であるときは、当該他の建設業についてもその者をも

ってこの基準を満たしているとして取り扱う。 

     なお、特定営業所技術者と第１の１から５までに掲げる常勤役員等

との兼任については、第１の注１０を参照。 

 

（誠実性）第８～（欠格要件）第１０ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に財団法人全国建設研修センターによって実施された管工事技術

者特別認定考査である。 

（注６） ５の「一定の考査」は、平成元年度、平成２年度及び平成３年度

に財団法人建設業振興基金によって実施された鋼構造物工事技術

者特別認定考査である。 

（注７） この基準は、許可を受けようとする建設業について、１から６ま

でのいずれかに該当する者を一の建設業ごとにそれぞれ個別に置

いていることを求めるものではなく、したがって二以上の建設業に

ついて許可を行う場合において、一の建設業につき１から６までの

いずれかに該当する者が、他の建設業についても同時に１から６ま

でのいずれかに該当する者であるときは、当該他の建設業について

もその者をもってこの基準を満たしているとして取り扱う。 

     なお、専任の技術者と第６の経営業務の管理責任者との兼任につ

いては、第１の注５を参照。 
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